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 ⑤ 法定代理人の権限 
 

権限の種類 内容 

代理権 

（824 条本文、859 条１項） 

未成年者を代理して法律行為を行うこと

ができる 

同意権 

（５条１項本文） 

未成年者が法律行為を行うことに対して

同意を与えることができる 

取消権 

（５条２項、120 条１項） 

未成年者が法定代理人の同意を得ないで

行った法律行為を取り消すことができる 

追認権 

（122 条） 

未成年者が法定代理人の同意を得ないで

行った行為を追認することができる 
 
 

オ 成年後⾒（制限⾏為能⼒者制度②） 
 

  
※１ 成年後見人の権限は、① 代理権、② 追認権、③ 取消権である。 

※２ 成年被後見人にあらかじめ同意を与えたとしても、同意どおりに行為をするこ

とは期待しがたいので、成年後見人には同意権がない。 
  

 

未成年後⾒人が選任されている未成年について 
未成年後⾒⼈が選任されている未成年者について、後⾒開始の審判をして成

年後⾒⼈を付することができます。これは、精神上の障害により事理を弁識す
る能⼒を欠く常況にある「未成年者」が成年に達すると法定代理⼈がいなくな
ってしまうので、そのときに備えて準備をしておくためです。 

  

代理 

Ａ 
成年被後見人 

Ｂ 
成年後見人 

Ｃ 
相手方 

ＢがＡの代理人として 
契約を締結 

Ａが契約締結 

同意 
追認･取消し 
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「事理を弁識する能⼒」とは 
自⼰の財産の管理に関する判断能⼒をいいます。 
「事理を弁識する能⼒を欠く常況にある」とは、意思能⼒さえないことをい

います。 
  

 

 ① 成年被後⾒人の定義 
   成年被後見人とは、❶ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常

況にあり、かつ、❷ 家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者をいう（７条）。 
  

 
保佐⼈や補助⼈も家庭裁判所に対して後⾒開始の審判の請求をすることが

できます（７条、保佐開始の審判につき 11 条本文、補助開始の審判につき 15
条１項本文）。 

  
 

 ② 保護者 
   後見開始の審判を受けると、保護者として成年後見人が付される（８条、

843 条１項）。 
  

 

成年後⾒⼈が選任されている場合でも、家庭裁判所は、必要があると認める
ときは、成年被後⾒⼈等の請求または職権で、さらに成年後⾒⼈を選任するこ
とができます（843 条３項、保佐⼈につき 876 条の２第２項・843 条３項、
補助⼈につき 876 条の７第２項・843 条３項）。 

成年後⾒⼈は、法⼈でもよいとされています（843 条４項、保佐⼈につき 876
条の２第２項・843 条４項、補助⼈につき 876 条の７第２項・843 条４項）。 

  
 

 ③ 成年被後⾒人の⾏為能⼒ 
   成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる（９条本文、120 条

１項）。たとえ成年後見人から同意を得て法律行為を行ったとしても、取り

消すことができる。 

   もっとも、日用品の購入その他日常生活に関する行為（食料品等の生活

用品を買う、ガス・水道を利用する契約をする等）については、取り消す

ことができない（９条ただし書）。 
 

 ④ 成年後⾒人の権限・義務 
 

権限の種類 内容 

代理権 

（859 条１項） 

成年被後見人を代理して財産の管理および財産

に関する法律行為を行う 

取消権 

（９条本文、120条１項） 

成年被後見人の法律行為を取り消すことができ

る 



アガルートアカデミー 土地家屋調査士試験 

 

14 

追認権（122 条） 成年被後見人の行為を追認することができる 

身上配慮義務 

（858 条） 

成年被後見人の生活、療養看護および財産の管

理に関する事務を行うにあたっては、成年被後

見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態お

よび生活の状況に配慮しなければならない 
 

 ⑤ 後⾒開始の審判の取消し 
   成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合

など、後見開始の審判を受けた原因が消滅したときは、本人、配偶者、４

親等内の親族、後見人、後見監督人または検察官の請求により、後見開始

の審判を取り消さなければならない（10 条）。 
 

 ⑥ 後⾒開始の審判の遡及効 
   後見開始の審判の効力は遡及しないため、後見開始の審判を受ける前に

締結した契約については、契約時に後見開始の事由が存在していたことを

証明しても、取り消すことはできない。 
 

カ 保佐（制限⾏為能⼒者制度③） 
  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 被保佐人が保佐人の同意を要する行為につき、同意を得ずに法律行為をしたと

きは、保佐人は取消しまたは追認をすることができる。 

※２ 保佐人は、原則として代理権を有しない。ただし、家庭裁判所の代理権付与の

審判により、代理権を与えることができる。本人以外の者が代理権付与の審判請

求をするには、本人の同意が必要である（876 条の４第２項）。 
  

 
保佐人の権限の範囲 

保佐人の同意権・追認権・取消権は、原則として、13 条１項各号の⾏為に限
られます。 

同意 

Ａ 
被保佐人 

Ｂ 
保佐人 

Ｃ 
相手方 

ＢがＡの代理人として 
契約を締結 

Ａが契約締結 

追認･取消し 
代理 




